
12広報すおう大島 令和８年 ( 2026 年 ) ３月号

みんなの情報源

一
般
曹
候
補
生

応
募
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人
（
32

歳
の
人
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日

現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
人
）

受
付
期
間

　

５
月
７
日
㈭
ま
で

第
１
次
試
験
日

　

５
月
16
日
㈯
～
24
日
㈰
の
い
ず

れ
か
一
日

２
等
陸
・
海
・
空
士

（
任
期
制
自
衛
官
）

応
募
資
格

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人
（
32

歳
の
人
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日

現
在
、
33
歳
に
達
し
て
い
な
い
人
）

受
付
期
間

　

年
間
を
通
じ
て
実
施

試
験
期
日

　

年
間
を
通
じ
て
実
施

※�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

自
衛
隊
山
口
地
方
協
力
本
部

　

柳
井
地
域
事
務
所

　

☎
０
８
２
０
（
22
）
８
１
９
９

　

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
自

己
の
土
地
や
家
屋
と
、
他
の
土
地

や
家
屋
の
評
価
額
を
比
較
し
、
適

正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
た

だ
く
た
め
の
制
度
で
す
。（
縦
覧
無
料
）

縦
覧
期
間

　

４
月
１
日
㈬
～
６
月
１
日
㈪

　
（
土
日
祝
日
は
除
き
ま
す
）

縦
覧
で
き
る
も
の
（
固
定
資
産
課

税
台
帳
に
か
わ
る
も
の
）

 

・�

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

地
番
、
地
目
、
地
積
、
価
格
）

 

・�

家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
（
所
在
、

家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、
床
面

積
、
価
格
）

※�

縦
覧
台
帳
は
旧
町
単
位
で
作
成

し
て
い
ま
す
の
で
、
所
在
を
確

認
の
う
え
、
該
当
の
各
総
合
支

所
ま
た
は
税
務
課
で
縦
覧
し
て

く
だ
さ
い
。

縦
覧
で
き
る
人
、
縦
覧
に
必
要
な

も
の

⑴�

固
定
資
産
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
土
地
・
家
屋
を
所
有
し
て
い

る
人
（
た
だ
し
、
土
地
の
み
を

所
有
し
て
い
る
人
は
、
家
屋
の

縦
覧
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

家
屋
の
み
を
所
有
し
て
い
る
人

は
、
土
地
の
縦
覧
が
で
き
ま
せ

ん
）

 

・
必
要
な
も
の

　

本
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
運

転
免
許
証
等
）

※�

納
税
者
と
同
居
の
親
族
も
同
様

に
取
り
扱
い
ま
す
。

⑵�

納
税
者
本
人
か
ら
委
任
を
受
け

た
人

 

・
必
要
な
も
の

　

委
任
状（
ま
た
は
納
税
通
知
書
等
）

問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

課
税
第
２
班

　

☎
０
８
２
０
（
74
）
１
０
０
８

試
験
の
種
類

　

甲
種
・
乙
種
・
丙
種
（
甲
種
以

外
は
誰
で
も
受
験
で
き
ま
す
）

試
験
日
　
６
月
20
日
㈯
・
21
日
㈰

試
験
会
場

　

県
内
各
市
（
柳
井
市
は
、
６
月

20
日
㈯
に
乙
種
第
４
類
の
試
験
）

受
験
申
請
の
手
続
き

　

周
東
地
区
危
険
物
安
全
協
会
ま

た
は
最
寄
り
の
消
防
機
関
に
置
い

て
あ
る
受
講
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
期
限
ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
電
子
申
請
も
で
き

ま
す
の
で
、
詳
細
は
、（
一
財
）
消

防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

願
書
受
付
期
間

　
４
月
９
日
㈭
～
22
日
㈬

そ
の
他

　

乙
種
第
4
類
受
験
者
を
対
象
と

し
た
試
験
準
備
講
習
会
を
５
月
14

日
㈭
・
15
日
㈮
に
開
催
し
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

 

・
周
東
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　

☎
０
８
２
０
（
22
）
３
０
２
５

 

・
柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部 

予
防
課

　

☎
０
８
２
０
（
23
）
７
７
７
４

　

周
防
大
島
町
で
は
、
子
育
て
支

援
の
一
環
と
し
て
医
療
費
の
助
成

制
度
の
対
象
者
を
高
校
生
年
代
ま

で
拡
充
し
て
い
ま
す
。

中
学
生
医
療
費
助
成
制
度

　

中
学
校
に
入
学
す
る
人
は
、
ち

び
っ
子
医
療
費
助
成
制
度
か
ら
中
学

生
医
療
費
助
成
制
度
に
切
り
替
わ
り

ま
す
。
対
象
者
に
は
、
３
月
下
旬
に

新
し
い
受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

高
校
生
等
医
療
費
助
成
制
度

　

高
校
生
年
代
に
な
る
人
は
、
中

学
生
医
療
費
助
成
制
度
か
ら
高
校

生
等
医
療
費
助
成
制
度
に
な
り
、

申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
現
在
、

中
学
生
医
療
費
助
成
制
度
を
受
給

さ
れ
て
い
る
人
に
は
、
申
請
書
類

を
２
月
上
旬
に
送
付
し
て
い
ま
す

の
で
、
提
出
さ
れ
て
い
な
い
人
は

早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
両
制
度
と
も
、
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
の
変
更
ま
た
は

資
格
喪
失
し
た
人
、
町
内
で
の
住

所
変
更
や
氏
名
を
変
更
し
た
人
は

随
時
届
出
が
必
要
で
す
。

※�

高
校
生
年
代
で
、
就
職
や
婚
姻

等
で
保
護
者
の
扶
養
か
ら
外
れ

る
人
は
対
象
外
で
す
。

※�

今
お
使
い
の
受
給
者
証
の
有
効

期
限
は
、
令
和
８
年
3
月
31
日

ま
で
に
な
り
ま
す
。

※�

手
続
き
に
必
要
な
も
の
は
、
２

月
上
旬
に
送
付
し
た
申
請
書
類

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 

申
請
場
所

　

福
祉
課
、
各
総
合
支
所
・
出
張

所
へ
必
要
書
類
を
添
付
の
上
、
ご

提
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課 

民
生
福
祉
班

　

☎
０
８
２
０
（
77
）
５
５
０
５

募
　
集

お
知
ら
せ

あ
な
た
の
資
産
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
縦
覧

自
衛
官
募
集

中
学
生
医
療
費
助
成
制
度
・

高
校
生
等
医
療
費
助
成
制
度

令
和
８
年
度

前
期
危
険
物
取
扱
者
試
験


